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予 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録 

＜産業・雇用振興部・農林部・警察本部＞ 

開催日時  平成２８年３月１８日（金）  １０：０１～１６：０９ 

開催場所  第１委員会室 

出席委員  １２名 

        田尻  匠 委員長 

        阪口  保 副委員長 

        亀田 忠彦 委員 

        山中 益敏 委員 

        松本 宗弘 委員 

        川田  裕 委員 

        井岡 正徳 委員 

        西川   委員 

        中野 雅史 委員 

        荻田 義雄 委員 

        小泉 米造 委員 

        今井 光子 委員 

欠席委員  なし 

出席理事者   奥田 副知事 

        野村 総務部長 

        福谷 農林部長 

        森田 産業・雇用振興部長 

        羽室 警察本部長 

        大久保 生活安全部長 

        福田 刑事部長 

        森脇 交通部長 

        今谷 警備部長 

        髙井 警務部長 

                    ほか、関係職員 

傍 聴 者  ２名 
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議  事  ２月定例県議会提出議案について 

会議の経過 

○今井委員 済みません、ちょっとお昼が入るかと思いますが、やれるところまでやら

せていただきます。 

 まず、ホテル誘致のことでお伺いしたいと思います。３月３日に、森トラストとＪＷ

マリオットがホテル誘致ということで決まったということが発表をされました。この森

トラストとＪＷマリオットと奈良県との関係というのはどういうふうな関係になってい

るのか、契約はどんなふうに交わされているのか、そのことについてお尋ねをしたいと

いうふうに思います。 

 それから、この森トラストのホームページを見ておりますと、大宮通り新ホテル・交

流拠点事業ということでいろいろ詳しく書かれておりますが、このＪＷマリオットは世

界２５カ国に７５店のホテルを持っているということで、すごく豪華なホテルがいっぱ

い並んでおりまして見たんですけれども、非常にどこも客室が多くて、奈良県の場合は

１５０室ということで、７階の高さのホテルのイメージ図がございましたけれども、こ

れについて、今後変更というのがあり得るのではないかということが心配をしておりま

す。 

 このホームページの最後に書かれておりますのが、最後１行だけなんですけれども、

上記は２０１６年３月現在の計画であり、今後予告なく変更する場合がございますとい

う１行が書いてありますので、そのあたりを心配してるんですけれども、その点はどう

なってるのかお尋ねしたいと思います。 

○大西企業立地推進課長 済みません、ご質問にお答えします。 

 まず、先般、３月３日にＪＷマリオットというブランドを発表させていただきました。

まず、森トラスト株式会社、ＪＷマリオット、こちらのほうは森トラストがホテルの所

有、建設を行われる経営主体となられます。ＪＷマリオットがホテルブランドとして、

いわゆる運営会社として、その中でマリオット社の持たれる世界的なネットワークを通

じて運営をいただくということでございます。それとあと、本県と森トラストとの間で

は、当然ながら今後事業用地についての契約を交わしていく、森トラスト事業主体者側

と県のほうでは今回の拠点整備のエリアのホテル部分の事業用地の土地に関する契約を

交わしていくというような形になります。 

 それと、そちらのほうの今後の状況ですけれども、今、マリオット社というブランド
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が決定いたしましたので、今後森トラストと県との間で契約締結に向けて手続を進めさ

せていただきたいと考えておりまして、現在はその敷地に関する契約に伴います調整と

いたしまして、面積の詳細確定のための測量作業とか、あと分筆登記をしないといけま

せんので、分筆登記作業なりの最中調整を行っているところでございます。それらの調

整が整い次第、速やかに契約を交わしていきたいと考えてございます。 

 あと、ご指摘ございました、今回森トラスト様が報道発表されまして、ホームページ

でも公開されておられます。拝見いたしております今回のホテル事業計画の概要につい

て、これ発表時点で今お示しいただける内容を公表いただいたかと思いますけども、確

かに下で現在の計画でありということでございますが、これは当然ながらこちらの今回

の計画概要に延べ床面積ですとかイメージパースなんかをお載せいただいておりますけ

れども、これは今現時点で一応予定される、あるいは構想されるパース図なり面積等々

でございますので、このあたりはこれから実際に詳細の設計も入っていかれます、ブラ

ンドとの調整もございますので、少し当然イメージなり色柄なりは変わっていくという

ような趣旨でのご掲載だと考えております。そういうことですので、ホテル事業そのも

のの基本的な外形と申しますか、高さでございますとか、そういったところは特に変更

等はございません。以上でございます。 

○今井委員 ありがとうございます。 

 そうしましたら、県とはまだ契約を正式には交わしていないというお答えではなかっ

たかと思いますけれども、森トラストとＪＷマリオットとどんな契約を交わしているか

については、県のほうは周知をされてるんでしょうか。 

○大西企業立地推進課長 森トラスト様とＪＷマリオットでいわゆるホテルの運営の詳

細な計画でございまして、中身は我々も関与いたしておりません。拝見はしてございま

せん。お聞きしておりましたのは、ずっとかなり多岐にわたるもの数本の契約内容とい

うような形ではお聞きしております。当然ながら運営条件でございますとか、セキュリ

ティーでございますとか、管理面でございますとか、そういったものであったかと聞い

ております。以上でございます。 

○今井委員 奈良県が２２０億円もですね、これからこの事業に関連してつぎ込もうと

いうわけでございまして、そこが３月３日に決まったという、その決まった内容につい

ては、奈良県はきちっとどういう中身かというのは見せてもらってないというんですか、

そういう状況。そして、奈良県はそしたら森トラストとの契約は、まだこれ決めてない
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というような状況で、この一文、私は非常に気になって仕方がないんですけれども、本

当にこれで大丈夫なのかなというふうに今思うわけですが、このところになぜＪＷマリ

オットが奈良県を選んだかということで、最高責任者の方のコメントが書いてありまし

た。この方の言われていることは、歴史的に文化的に重要な奈良県でお披露目できるの

がホテルにとっても画期的なことだということで言われておりますので、こうした奈良

県は高さ規制があって景観を守ってきてるというようなことを承知の上で私は選んでい

ただいてるというふうに思っておりますが、その点はきちっとやっぱり、そうだと思う

とか曖昧なことではなくて、海外の場合は契約というのがきちっきちっとなっておりま

すので、その点を十分にしていかないと私は問題じゃないかなというふうに思っている

わけです。その点についてはどんなふうにお感じになってますでしょうか。 

○大西企業立地推進課長 まさに今、委員お述べいただきました、特に海外なんかは契

約もきっちり交わされるというような面では、今般の森トラスト様とＪＷマリオットの

ご計画というのはきっちりしたもの交わされているところでございます。 

 あとは私ども本県の示します水準に基づくホテル建設を今度は森トラスト様にしっか

り建てていただく必要がございますので、これは県と森トラスト様の間でまた土地の取

引契約をしっかり交わして、引き渡しをしていきたいと考えてございます。 

○今井委員 そうしましたら、奈良県が森トラストと契約をされる見通しはいつごろに

なるのか、そして、その契約を交わせばＪＷマリオットとのどういう契約を交わしてい

るかというのは奈良県のほうもつかめるようになるのか、そのあたりはどういうふうに

なってるんでしょうか。 

○大西企業立地推進課長 先ほど申し上げましたいろいろな調整事項を整えまして、契

約書の締結は早ければこの春、年度末から年度当初にかけて、少し時間がかかりまして

も年度明け早々には締結していきたいと考えてございます。 

 あと、これから実際のホテルの建設に向けて森トラストのほうで当然ＪＷマリオット

と交わされております運営内容等もございますが、あとは具体的な客室ですとか、そう

いった仕様の面については森トラスト様のほうからまた、現時点ではまだお示しできな

いということでございますので、お示しいただきましたら把握していきたいと考えてご

ざいます。 

○今井委員 やはりそうしたところをきちっと私はしておかないと、後々何かありまし

たときにね、県民の税金を莫大に使ってやっていったら中身が違ってたというようなこ
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とに絶対なってはいけないというふうに思っているわけです。 

 今回まであれですね、この企業立地の関係はこちらのほうで担当していただいており

ますけれども、新年度からまちづくり推進局に大宮通り新ホテル・交流拠点室というこ

とで移行されるというふうに聞いてるんですけれども、この間の継続性と新しい体制、

どれぐらいの体制で拠点室ができるか、わかりましたらお聞かせいただきたいと思いま

す。それはわかりますか。 

○大西企業立地推進課長 大宮通りの新ホテル・交流拠点整備を今後またしっかりと進

めていくために、当然ホテルブランドも決定いたしまして、ホテル事業者も決定いたし

ましたが、あとコンベンション施設等の整備につきましては現在まちづくり推進局のほ

うで事業者選定の手続をいただいておりますけれども、それぞれ当然協働しながら協議

を進めながら全体のまちづくりを整備というのは必要でございますので、今般、新年度

よりまちづくり推進局のほうで新たに事業室を設置いただくということは聞いてござい

ますが、ちょっと体制、人数等については、済みません、ちょっと詳しくは私も存じ上

げてございません。 

○今井委員 これはあれですか、どなたに。総務のほうでわかりますか、新しい部局、

今回の予算書にも出てますけども、どれぐらいの体制でつくられるのか。 

○野村総務部長 済みません、今にわかに手元に数字がないもので後ほど報告させてい

ただきたいと思いますが、室長以下何人か、数人の体制だったというふうに記憶してお

りますので、また後ほど報告させていただきます。 

○今井委員 それにつきましては、また後でお聞かせいただきたいと思います。 

 次に、地場産業の靴下のことで質問させていただきたいと思います。 

 靴下産業の振興の支援につきましては、私も９月に一般質問をさせていただきまして、

部長からもその必要性の答弁をいただいてるところでございます。ことしの１２月２４

日に県の来年度予算の要望というのが送られてまいりました中に、靴下のブランド事業

として１，０４０万円というのが記載をされておりました。ところが、今年度の当初予

算のところからこれが外されているわけですけれども、それはどういうような理由で外

されたのか、わかりましたらお聞かせをいただきたいというふうに思っております。 

 そして、靴下組合が参加しております繊維連合会のほうでは、別件のほうでエコスタ

イル創出事業という補助が行われておりますが、この連合会の一単位でございます靴下

組合への補助というのは今後期待できないのかどうか、その点についてもお尋ねをした
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いというふうに思っております。 

 地場産業の中で靴下の製造というのは、ソックスでは全国シェアでトップという状況

がございまして、奈良県は全国１位というのが続いている、歴史的にも１００年を超え

る伝統を持っている産業でございます。例えば私の住んでおります広陵町では、靴下の

１００年のまとめた本をもう一回見直してきたんですけれども、靴下製造業を中心にい

たしまして、糸巻業とか刺しゅうとか仕上げとか加工、それから卸という、地域の中に

そういう関連産業がいっぱいいるというような状況です。しかも、靴下のかがりとかオ

ーバーミシンというのは内職でやっておりますので、その下請でたくさんの内職で働く

場が形成をされています。また、工場に働きに来られるのは近場のところですね。ちょ

っと自転車に乗ってやってきて、お昼になったらちょっと帰ってご飯食べてというよう

なことが可能な、それこそワーク・ライフ・バランスが可能なような、そんな状況で地

場産業というのが形成されて非常に裾野の広い産業になっておりますが、近年やはり海

外製品に押されまして売り上げが低迷する中でも、何とか差別化を図って一生懸命商品

の価値を上げようということで頑張っている産業ではないかというふうに思っておりま

す。 

 今この事業に使いますお金、昨年もこの事業が中央会のほうからの補助でスタートし

た事業だと聞いておりますけれども、２年目も継続してこの事業が行われないと、せっ

かく頑張ってきているところが無駄になってしまうというような状況になっておりまし

て、何とかこれを復活してほしいという切実な要望を聞いているわけですけれども、こ

うした点でどのようにお考えになっているのか、お聞かせいただきたいというふうに思

います。 

○堀辺地域産業課長 靴下産業につきましては、委員のお述べのように奈良県におきま

しては明治時代から始まった非常に歴史ある産業でございまして、現在、短靴下でいい

ますと国内産の約６割近くを生産しておる、そして日本最大の靴下産業の集積地となっ

ておるいうことを認識しております。 

 また、２５年の奈良県の工業統計調査によりますと、製造品の出荷額等が３８２億と

いうことで、繊維産業の５割強ということで、これにつきましても非常に重要な産業と

いうことは認識しております。 

 最近の状況は委員お述べいただいたとおりでございまして、こういうような中で奈良

県の靴下産業が反映していくということにつきまして、県では今までの下請型産地とい
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うことから、消費者の要求に応えるような競争力のある商品、例えば消費者が求める一

定の品質に加え、健康やファッション性のある消費者のライフスタイルを満足できるよ

うな高品質、高付加価値商品をつくり、消費者に提供していくことが第一と考えまして、

そうした産地になるようなことが必要だというふうに考えております。 

 それで、委員お述べいただいたところでございますけれども、最近では自社の技術力

を生かして機能性の高い商品を開発したり販売したりする企業がふえてきております。

また、業界が一丸となりまして主体的な取り組みを進めておられるのも存じております。

平成２６年度には、一定の品質を確保して国内市場において安心・安全の評価を得てい

くために、奈良県靴下商品認定制度立ち上げられました。平成２７年度には、ただいま

おっしゃいました高品質ブランドのＴｈｅ Ｐａｉｒというものを立ち上げまして、他

地域との差別化を図っていこうというふうに頑張っておられます。 

 県ではこういう動きに対して支援を行ってまいりたいというふうに考えておりまして、

平成２７年度におきましては、販路開拓支援といたしまして奈良県の繊維業界の東京イ

ンターナショナル・ギフト・ショーへの出展、あるいは県とイオンの包括協定に基づい

たイオンモール大和郡山での展示ＰＲ、即売会などの開催の支援、あるいは高品質ブラ

ンドの先ほど申しましたＴｈｅ Ｐａｉｒの取り組みに対しましては、東京まほろば館

を活用しました販路拡大のための求評展を開催されましたが、それの協力もいたしてお

ります。 

 平成２８年度の予算につきましては、委員お述べいただいたとおりでございますけれ

ども、従来からの販路拡大の支援に加えまして、業界が取り組む地域ブランドＴｈｅ 

Ｐａｉｒの商品、これの東京の展示会についても支援していきたいというふうに考えて

おるところでございます。 

○今井委員 やはり地域内経済というのが私は産業の政策の中でも大変重要ではないか

というふうに考えております。今治のタオルが最近大変有名になっておりまして、今治

のタオルも一時、海外からの生産でだんだん下火になっていった時期があったそうです

けれども、そこに県や市が積極的に支援を行って、今日のような今治タオルのブランド

を確立をして、右肩上がりになってくる産業へと成長してきております。技術もさまざ

まな技術が集積をしておりますし、長い歴史とたくさんの人がかかわっている産業でご

ざいますので、ぜひ今後ともしっかりと支援をしていただきたいということをお願いを

しておきたいというふうに思っております。 
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 次に、学校給食の地産地消のことで……。どうしましょう、いいですか。終わっとき

ますか。後にしましょうか。 

○田尻委員長 それじゃあ、審議の途中でございますが、一旦これで休憩をさせていた

だいて、午後１時再開といたします。 

      １１：５７分 休憩 

      １３：０２分 再開 

○田尻委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 総務部長から午前の今井議員の質問の答弁が用意ができたようですので、発言をした

いとの旨の申し入れがありますので総務部長に発言を許します。 

○野村総務部長 恐れ入ります。午前中の質疑の中で今井委員から大宮通り新ホテル・

交流拠点事業室の陣容というお問い合わせでございました。室長以下、専任職員５名を

予定しております。あと、電機機械関係の技術職員の方の兼務を２名ほど予定してます

ので、専任５人、兼務２名合わせますと、合計７名を予定しているところでございます。

以上でございます。 

○今井委員 ありがとうございました。 

 それでは、午前に引き続き質問を続けさせていただきたいと思います。 

 学校給食の地産地消のことで質問させていただきたいんですけれども、昨年ですね、

県の予算のほうで小学生は１回５０円、それから中学校で１回６０円の地場産のものを

使った給食をとりますと年に６回分の補助というような事業が入りまして、それは県下

のかなりの市町村でこれが導入されまして、３，５００万円の予算だったんですけれど

も、小学校では７万９，０００食、中学校では２万９，４００食、これはその子供たち

が年に数回奈良の日というような、地域によって呼び方は違うかもしれませんけれども、

そのような地産地消の給食を食べるという機会がありました。柿の葉ずしが出たり、奈

良大和ののっぺというのが出たり、私も孫から話を聞いたりすると、家ではあんまり野

菜食べないような子供でもおいしかったということで、大変効果が私はある事業ではな

かったかなというふうに思ってるわけですが、残念ながら、今年度またつけていただく

のかなと思って見ておりましたら一切そういうようなことでの予算がついていなかった

んですが、やはり今、奈良県は首都圏に野菜を売りに行くとか、海外にいろいろ売ると

かということに力を入れておられますけれども、今、首都圏に野菜を売りに行くという

ような事業がありますが、このほうについてはどれぐらい運送費をかけて、どれぐらい
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の野菜が売れているのか、そのあたりについてお尋ねしたいと思います。 

○乾マーケティング課長 今のご質問は、東京への配送の関係の予算と売上高というこ

とでよろしかったかなと思います。 

     （「はい」と呼ぶ者あり） 

 済みません、今年度がですね……。済みません、ちょっとすぐ手元に、今年度の実績

がまだ年度途中ということもありまして手元に出ておりませんでして、昨年度、平成２

６年度実績で申し上げさせていただきます。昨年度は県から首都圏に向けて、大田・築

地市場ですけども、トラックを委託事業で運行しておりました。それに係る契約額ベー

スでございますけども、１，５００万余の経費がかかっておりまして、それの運んだ分

の市場価格でございますけども、売り上げが１，３００万余でございます。以上でござ

います。 

○今井委員 今お伺いいたしますと、野菜を運んでいったお金が１，５００万円、売れ

たお金が１，３００万ということで、首都圏に野菜を運ぶので赤字が出てる状況でござ

いますけれども、私は奈良県の子供たちが地元の食材とかに非常に親しんで、そして家

に帰ってもきょうはおいしかったからそういうのをつくってほしいというようなことで

してもらうということが、かなり宣伝効果というのか、経済効果に私は直結して波及す

るんじゃないかなというふうに思っているわけです。 

 そして、奈良県の学校給食、全国でも文部科学省のほうでは学校給食の地産地消を進

めておりますけれども、奈良県の場合は３０％という国の目標に対しまして、この平成

２６年でしたら２２％しか地産地消の割合がないというようなことで、非常にこの分野

がおくれているように思うわけです。そして、奈良県の今、農業生産の状況ですけれど

も、これは年間の奈良県の農産物の状況では、私が調べましたのは２４年で４３７億円、

２５年で４３２億円、２６年で４０２億円と年々減少をしていってるというような状況

がありまして、学校給食の地産地消、大体給食の食材費４，０００円ぐらいかなと思っ

て計算いたしますと、奈良県の子供たちが全部地産地消の給食の食材を食べることがで

きたら５２億円ぐらいの経済効果になると。そしたら、どこの誰が買ってくれるかわか

らないところにお金を投資するよりも、つくったら確実に売り先がはっきりしてる、こ

ういう学校給食ですね、計画的に栽培をするとか、そういうようなことをしていくほう

が私はずっと奈良県の子供にとりましても県の経済効果にとりましてもいいんじゃない

かなというふうに思うんですけれども、その点で何か県のほうで考えてることがありま
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したらお聞かせいただきたいと思います。 

○乾マーケティング課長 失礼いたします。学校給食にかかわりまして、消費ニーズが

はっきりわかっているところに対して生産なりするほうがいいのではないかという委員

のご質問だったかと思います。それにつきまして、今年度学校給食、いろいろお話いた

だいております学校給食地産地消事業にも絡みましてご答弁させていただきます。 

 委員お述べのように、学校現場におきます地産地消、学校給食におきます地産地消は

従前より教育委員会で取り組んでいただいてるところではございますけども、地域農業

への理解を深めるとともに生産者への感謝の気持ちを育むという教育的観点に加えまし

て、委員お述べの消費拡大によります地域産業の振興にも非常に寄与するものであると

考えております。 

 このため、農林部では今年度、国の交付金を活用いたしまして、県内小・中学校の学

校給食において地場産の農産物や加工品を活用した学校給食の経費を一部支援するとと

もに、学校給食への地場産食材の活用のための体制づくりということも目的といたしま

して、委員お述べの学校給食地産地消消費推進事業を実施してまいりました。具体的に

は、この制度を利用いただきまして、県内の２６の市町村、あと国立大学学校法人が学

校給食において地場産の野菜等をご活用いただきまして、例えば大和まなご飯でありま

すとか結崎ネブカうどんなど、県産食材を使ったメニューを提供するとともに、食材に

ついて学習するという地産地消デーの実施をしていただいたところでございます。 

 また、県教育委員会、市町村教育委員会、それと農林部、ＪＡならけんなどから成り

ますプロジェクトチーム、学校給食におけます地場産物活用プロジェクトチームという

のを立ち上げまして、学校給食におけます地場産物の安定供給するための取り組みを仕

組みづくりを検討してきたところでございます。補助制度自体は今年度限りとなりまし

たが、来年度はこのプロジェクトチームの連携を生かしまして、具体的に委員お述べの

給食現場のニーズをもとに計画的に生産、供給できるように、地域単位で生産段階と学

校現場の結ぶ自給の調整会議的なものの開催を呼びかけるなど、地場産農産物の安定に

向けた取り組みを引き続きしていきたいと考えてる次第でございます。以上でございま

す。 

○今井委員 ありがとうございます。 

 今、一緒にＪＡなどとも学校給食に使う、そういうような生産供給ができるような体

制を考えていただき始めているということを聞いて、とてもいいなというふうには思っ
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ているわけです。ぜひこうした地元のところに本当にちゃんと安全・安心の農産物が届

くような、そういうようなのをもっともっと推進していっていただきたいということを

ぜひお願いしておきたいというふうに思います。 

 それから、食と農の国際大学校やオーベルジュ、ことしからいよいよスタートするこ

とになりますけれども、この運営には年間どれぐらいのお金がかかるか、わかりました

ら教えていただきたいと思います。 

○角山農林部次長なら食と農の魅力創造国際大学校・農業研究開発センター開設準備室

長事務取扱 申しわけございません、今、手持ちを探させていただきますので、ちょっ

とお時間いただけますでしょうか。 

○今井委員 ことしの予算で新たな計画を立てるというような中身が出ているわけです

けれども、これについてはどのような内容を検討されているのかお尋ねしたいと思いま

す。 

○角山農林部次長なら食と農の魅力創造国際大学校・農業研究開発センター開設準備室

長事務取扱 ＮＡＦＩＣを核といたしまして、地域のにぎわいづくりの事業を考えてい

るところでございます。ＮＡＦＩＣ開校に伴いまして地域には大勢のお客様が来ていた

だいたりというにぎわいを見せているところを、さらにＮＡＦＩＣの教育機能や食のも

てなし機能を最大限に生かした地域の活性化を図っていくために、平成２７年１０月に

基本的な方向、ＮＡＦＩＣを核としたにぎわいづくり構想を取りまとめたところでござ

います。 

 その構想の中で基本的な考え方といたしまして、里山、奥山につながる里山の伝統的

な構成を生かしたゾーン編成とＮＡＦＩＣを核としたにぎわいづくりを実現することと

して、具体的には３つのゾーンを設定し、計画を進めるとしたところでございます。以

上です。 

○今井委員 大学のほうですけれども、２０人の定員に対しまして最終的には何人の募

集になっているのか教えていただきたいと思います。 

○角山農林部次長なら食と農の魅力創造国際大学校・農業研究開発センター開設準備室

長事務取扱 フードクリエイティブ学科につきましては１５名、アグリマネジメント学

科につきましては２４名の合計といたしたところでございます。以上です。 

○今井委員 このＮＡＦＩＣにつきましても、非常に県が今力を入れて、かなりの投資

をして進めておられる事業でございますけれども、それに本当に見合うような中身にな
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るかどうかというのが今後の大きな課題になってくるかなというふうに思っております。

こうしたせっかく大々的に奈良県がオープンしたところですので、きちっと学生もたく

さん全国から集まっていく、またそこで出てきた学生の人たちも将来さまざまな分野で

活躍できるようなことになっていくということが大事ではないかなというふうに思って

いるわけですけれども、そういう中でＮＡＦＩＣの今後さまざまな構想が出ているわけ

ですが、寮をつくるとかですね、そういうような構想も出ていたと思うんですけれども、

前、農業大学校のころに寮があったのが閉鎖されるというような話がありまして、私、

そちらに行っていろいろお話を聞かせていただいたときがありました。実際に寮に入っ

てくれる人がいないというような当時話だったんですけれども、フードクリエイティブ

と、それからアグリマネジメントの学生さんは遠いところから来られてる方が多いんで

しょうか、その辺伺いたいと思います。 

○角山農林部次長なら食と農の魅力創造国際大学校・農業研究開発センター開設準備室

長事務取扱 フードクリエイティブ学科のことしの１５名につきましては、県外から３

名、県内から１２名という状況でございます。以上です。 

○野添農林部次長農政担当担い手・農地マネジメント課長事務取扱 あとアグリマネジ

メント学科のほうでございますけれども、募集要項の中で基本的には県内の方というふ

うにうたってございます。ただ、今回合格者の中、県外からいらっしゃる方が１名いら

っしゃる、そういう状況でございます。以上でございます。 

○今井委員 過去のことなどもありますので、本当にそうしたことが必要なのかどうか

ですね、近くの民間のところを借りて使うということも考えることはできるんじゃない

かというふうに思っておりますので、総合的に考えて無駄な予算の投資にならないよう

にということを意見を述べておきたいというふうに思っております。 

 運営費、もし。わかりますか。 

○角山農林部次長なら食と農の魅力創造国際大学校・農業研究開発センター開設準備室

長事務取扱 申しわけありません、運営のほうでございます。予算書の５７ページのと

ころにありますように、１億７，３６３万４，０００円でございます。申しわけござい

ませんでした。 

○今井委員 やはりこれから運営費となりますと毎年そういう投資が必要になってまい

りますので、１億７，０００万といいましたらかなりの額だというふうに思いますので、

本当に一つ一つ確実に、無駄のないように私は進めていくべきではないかということを
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申し上げておきたいというふうに思います。 

 それから、育児休業の取得促進事業のことでお尋ねしたいと思いますが、昨年、これ

は県が新しい事業として子育て支援というようなことで力を入れて組んでいただいた事

業だと思っておりますが、７，１７０万円の予算が２，０６０万円に下がっております。

この下がった理由につきまして、お聞かせをいただきたいと思います。 

○元田雇用労政課長 育児休業の関係でございますけども、委員お述べのとおり、２７

年度予算額が７，１７０万円に対しまして、２８年度は２，０６０万の予算とさせてい

ただいております。これにつきましては、２６年度から事業を始めたわけでございます

けども、丸２年がたとうとしております。その中で一定数、受給の見込み人数等が大体

数字として出てきておりますので、その見込み人数、あるいは平均の補助額等ですね、

そういったことで計算させていただいて、今回２８年度の予算組みとさせていただいた

ところでございます。以上でございます。 

○今井委員 この見込みのこと、実績ですか。実績、この前ちょっと教えていただきま

して手元に数字があるんですけれども、２６年で２６の事業者、５８名の対象、２７年

で４１社で９１名がこれを受けたということで、２７年は男性の方がお一人受けておら

れます。奈良県で大体子供が生まれるのが年間１万人ぐらいだというふうに私は認識し

てるんですけれども、１万人子供さんが生まれる中で、２７年の数字でいいますと９１

名だけしか育児休業の給付金受けていないということについてはどんなふうにお考えに

なってるのか、お聞かせいただきたいと思います。 

○元田雇用労政課長 この補助金につきましては、前提といたしまして県内事業所にお

勤めの従業員さんがおられるいうことが一つと、雇用保険の被保険者であるいうことを

前提としております。そういったことで制度を行っておるわけでございまして、まだま

だちょっとそういったことで２年間、制度の周知いうのを現在も行っておるわけでござ

いますけども、そのあたりやっぱり引き続き周知等を行ってまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。 

○今井委員 雇用保険の被保険者ということで対象になっておりますけれども、奈良県

は全国で一番女性の就労率が低いと言われているところで、出産される女性の中で実際

に働いてる方がどれぐらいいるのかまでちょっと私も数字つかんでおりませんけれども、

そういうような影響がこのような９１名というのにつながっているんじゃないかなとい

うふうに思ったりしているわけです。ですから、実績とかいろいろの中で利用が少ない
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ということで県のほうはこの予算を今年度大分削減をしているわけですけれども、この

減っている中をもう少し私は分析していただいて、奈良県の女性の就労につながるよう

な、育児休業が多くの方がとれるような、そういうような進め方をしていただきたいな

というふうに思ってるわけですが、その点は何かお考えがありましたらお聞かせくださ

い。 

○元田雇用労政課長 私ども、各事業所に直接赴いてご説明等もさせていただいてるわ

けでございます。その中でご意見として頂戴している部分の中で一つ、例えば県の内外

に事業所等をお持ちの方の場合に、県内事業所の従業員にはそうやって事業所として支

出した場合に県の補助がある、ただ県外の事業所においてはそういったものがないいう

ことで、従業員者間のバランスとか、そういったことをちょっと理由に、そのあたりよ

く、もうちょっと検討させてほしいとかいうことでのご意見等もございます。私ども、

そういったとこについて何遍も繰り返し事業の周知に努めているところでございます。

以上でございます。 

○今井委員 ありがとうございます。 

 去年ちょっと保育所の視察に委員会で行かせていただきましたときに、奈良県でこう

いう制度があるのでぜひ活用してくださいというお話をさせていただいたことがあった

んですけれども、いつまでこれが続くかわからないと、だから今の人にこれをして次に

なかったら、また事業所としてもバランスに欠けるというようなご意見いただいたとこ

ろがありましたけれども、本当に育児休業、いろんなことで話題になりましたけれども、

本当に大事なことではないかなというふうに思っているわけです。育児休業の１年以上

働いていないと支給対象にならないというふうに聞いておりまして、例えば３カ月更新

だとか６カ月更新だとか、そういうので働いている非正規の方とか、そういう方に対し

ては幾ら働いても育児休業の保障がないというような制度の矛盾などもあるのではない

かなというふうに思っておりますので、ぜひ女性の就労につながるような育児休業の制

度をもっと多くの方に使っていただけるように、県としてもご努力をいただきたいとい

うことをお願いをしておきたいと思います。 

 それから、中央卸売市場、井岡委員のほうからも大分いろいろ意見が出されましたけ

れども、ことしの予算を見ますと昨年よりも減っているんですけれども、経営が赤字で

一般会計繰り入れが１億３，４２８万円というようなことになっております。私も卸売

市場検討委員会の委員という名前だけいただいてるんですけれども、一度も委員会の案
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内をいただいたことがないというような状況がございまして、非常にこういう赤字とか

って見ますと責任を感じるんですけれども、何をしていいかよくわからないというよう

なこともございますが、こうしたことを今後委員会なども開いていただけるのか、どう

なっていくのか、ちょっとその点をお伺いしたいと思います。 

○大月農林部次長（市場担当） 市場における運営協議会の開催状況なんですけど、こ

こ数年来、開催をさせていただいておりません。先ほど井岡委員のご質問にもお答えさ

せていただきましたように、２８年度で将来ビジョンの検討事業というのに取り組むこ

とにしておりまして、その検討状況を協議会の委員の皆様方に意見をお伺いしたいとい

うふうに考えておりまして、２８年度において開催する計画をしております。 

○今井委員 そうしましたら、●・・・・・・・●しておきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

 それから、奈良県の食肉公社の関係ですけれども、食肉公社の改革の検討委員会が開

かれまして、いろんな提案が示されているというふうに思っております。当時、検討委

員会が開かれましたときに、県費を３億６，０００万円も使うことが、例えば大和牛が

どこのスーパーでも簡単に手に入るような状況ではないと、余りすぐに手元に入らない

というような状況の、そのような中で３億６，０００万円も使うのはどうなのかという

ような議論も当時あったと思っておりますが、予算を見ますとまだ３億３，０００万ほ

どここに投入をされておりますが、この提言とこの間の改善のことはどんなふうになっ

てるのかお尋ねしたいと思います。 

○桜木畜産課長 今井委員の改革の状況なんですけど、２４年の３月に食肉流通センタ

ー経営改革検討委員会で、提言の内容としましては屠畜機能については安全・安心な食

肉を消費者に供給する公益性を有するということから、公である食肉公社が行うという

ことで進めております。 

 それで、改革効果なんですけど、食肉公社としましては、業務運営体制を整備しまし

て屠畜業務を直接運営し、運営経費の見直しに努めているところです。 

 それで、金額的な話をしますと、平成２４年の改革前で約３億７，３００万の食肉公

社と会社に補助金が出てたんですけど、２８年予算で約３億３，８００万ということで、

今のところ３，５００万節減効果があると考えております。 

○今井委員 今、国のほうはＴＰＰの方向を進めようということで、非常に畜産関係に

大きな影響が出るというふうに今言われているわけですけれども、こうした中で食肉セ
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ンターの状況、今の見通しですね、その辺は食肉の、何というかな、屠殺をする数だと

か、その辺の扱う量とか、その辺はどんなふうになってますんでしょうか。 

○桜木畜産課長 屠畜頭数なんですけど、牛の場合、前年の屠畜頭数と比べまして、今、

牛の場合、経営がすごく苦しくて、県内の畜産農家の方も数を減らしてるということも

ありまして、６％減少しております。ただ、豚の屠畜頭数は、食肉会社の経営努力もあ

りまして、１２月現在、前年同期と比べまして１７％の増となっております。以上です。 

○今井委員 この改革の方向の中に一層効率的な経営を図ることが求められているとい

うふうに書かれてありますので、十分にこれを尊重していただきまして、納得できるよ

うな、そういうような進め方をしていただきたいということをお願いしておきたいと思

います。 

 それから、せっかく警察の部局もおられますので、今回は働き方にこだわって私ずっ

と質問をしてきたんですけれども、警察の方も随分ご苦労をされているのではないかと

いうふうに思っておりますが、警察官の中で病気とか心の病とか、そういう中で長期で

休んでいらっしゃる方はどれぐらいあるのか、わかりましたらお聞かせいただきたいと

思います。 

○髙井警務部長 警察官の●・・・・●大変恐縮でございますが、急遽のお尋ねでした

んで、なるべく正確を期すように調べてはございますが、万一誤りがありましたらご容

赦をいただきたいと思います。 

 お尋ねの趣旨は疾病休暇の取得者であろうかと思われますので、疾病休暇の取得者は、

警察官と一般職員合わせてでありますが、全部で１１名でございます。疾病休暇の原因

としては、いわゆる体の病気と心の病気とで分かれておりまして、どちらがどちらか明

確に必ずしも明らかに２つに分けられないのではありますが、疾病休暇でありますので、

お医者様の診断書を出していただきます。ですので、そのお医者様の診断書を見た限り

で、通常これは心の病であろうと言われるものを洗い出しますと、この１１名のうちの

６名がいわゆる心の病で疾病休暇を取得を現在、今しているということになるわけでご

ざいまして、人数としては今申し上げたとおりでございます。以上でございます。 

○今井委員 ありがとうございます。 

 ちょっと私も手元に資料を持ってないので、これが高いのか低いのかちょっと判断で

きませんけれども、一応そういうようなことだということを理解しておきたいというふ

うに思います。 
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 きょうの毎日新聞の川柳にこんなのがありました。遅ければ遅いで気にはなる夫って

いう、これ宇陀市の方の川柳でしたけれども、本当に全体的に長時間という仕事が蔓延

している状況がございますので、ぜひいろいろなところで改善ができるように私どもも

頑張っていきたいというふうに思っております。以上で終わります。 


